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               環境省水・大気環境局環境管理課 

        

「PFAS ハンドブック」の更新について 

 
環境行政の推進につきましては、平素より特段の御尽力を賜り厚く御礼申し

上げます。 

 今般、令和７年３月に環境省が作成した「PFAS ハンドブック」について、関

連する省令の改正や新たな調査結果等の最新の状況を踏まえて更新を行い、環

境省 HP において公開しましたので、お知らせいたします。様々な活動にご活

用ください。 
都道府県におかれましては、貴管内市町村にも周知いただくようよろしくお

願い申し上げます。 
なお、各都道府県水道行政担当部局及び各国土交通大臣認可水道事業者並び

に用水供給事業者あてには、国土交通省水管理・国土保全局水道事業課より、各

都道府県、保健所設置市及び特別区の衛生主管部局あてには、厚生労働省健康・

生活衛生局食品監視安全課よりお知らせいたします。 
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有機フッ素化合物対策室 

 TEL  ：03-5521-8313     担当：笹原、三橋 
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